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改訂前 

序文 

（序文 3 段落目より） 

ここに提案する基準は国際認証を受審する際

には、自己評価の道しるべになるものであり、自

己点検評価にはすべての項目・水準に関して、A.

基本的水準/質的向上のための水準にかかわる

点検、B.基本的水準/質的向上のための水準に

かかわる自己評価、C.現状改良に向けた提言、D.

問題改善に向けた提言の 4 項目の記載と資料の

提示が求められる。外部評価の際にも、この基準

に基づいた自己点検評価と実地検分を基に、こ

の基準に則った形の外部評価と提言がなされる

はずである。 

 

（以下略） 

改訂後 

序文 

（序文 3 段落目より） 

ここに提案する基準は国際認証を受審する際

には、自己評価の道しるべになるものであり、自

己点検評価にはすべての項目・水準に関して、A.

基本的水準/質的向上のための水準に関する情

報、B.基本的水準/質的向上のための水準に関

する現状分析と自己評価、C. 現状への対応、D. 
改善に向けた計画の 4 項目の記載と資料の提示

が求められる。A-D の各項目に記載する内容とし

ては、A には「現状説明とそれを裏付ける根拠資

料」、B には「根拠資料に基づいた水準に関する

現状分析」、「現状での優れた点・特徴と改善す

べき点」、C には「優れた点・特徴を伸ばすための

現在行われている活動」、「改善すべき点に対す

る現在行われている活動」、D には「優れた点・特

徴、改善すべき点を踏まえた中長期の行動計画」

となる。（追加）外部評価の際にも、この基準に基

づいた自己点検評価と実地検分を基に、この基

準に則った形の外部評価と提言がなされるはず

である。 

 

（以下略） 
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改訂前 

１. 使命と教育成果 

1.1 使命 

質的向上のための水準： 

 国際保健（Q 1.1.2） 

1.4 教育成果 

注 釈： 

 [適切な行為]は、学則・行動規範等に書か

れているべきである。 

 

２. 教育プログラム 

2.3 基礎医学 

基本的水準： 

医科大学・医学部は 

• カリキュラムに以下を明示し実践しなけれ

ばならない。 

 科学的知見の理解のための基礎医

学の応用（B 2.3.1） 

2.4 行動科学と社会医学および医療倫理学 

注 釈： 

行動科学、社会医学、医療倫理学および医療関

連法規をカリキュラムに明示し実践することは、

社会経済的、人口統計的および文化的原因の規

定因子、分布および結果としての健康障害、さら

にその国の医療制度および患者の権利を理解す

るのに必要な知識、概念、方法、技能そして態度

を提供し教育することを意味する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

改訂後 

１. 使命と教育成果 

1.1 使命 

質的向上のための水準： 

 国際保健への貢献（Q 1.1.2） 

1.4 教育成果 

注 釈： 

 [適切な行動]は、学則・行動規範等に書か

れているべきである。 

 

２. 教育プログラム 

2.3 基礎医学 

基本的水準： 

医科大学・医学部は 

• カリキュラムに以下を明示し実践しなけれ

ばならない。 

 科学的知見を理解する力を涵養する

ための基礎医学の適応（B 2.3.1） 

2.4 行動科学と社会医学および医療倫理学 

注 釈： 

行動科学、社会医学、医療倫理学および医療関

連法規をカリキュラムに明示し実践することは、

健康問題の原因・分布・帰結の要因として考えら

れる社会経済的・人口統計的・文化的な規定因

子、さらにその国の医療制度および患者の権利

を理解するのに必要な学識、概念、方法、技能そ

して態度を提供し教育することを意味する。 

 
 

  



Basic Medical Education: Japanese Specifications                                      
WFME Global Standards for Quality Improvement 

 

4 
 

改訂前 

４. 学生 

4.4 学生の教育への参画 

日本版注釈： 

 [学生の教育への参画]とは、例えばカリキ

ュラム委員会や教育委員会と学生代表が

話し合う機会などを意味する。 

 

 

 

 

５. 教員 

5.1 募集と選抜方針 

注 釈： 

（略） 

 [経済的配慮]とは、教員の資金調達に関

する組織の状況や資源の効率的利用を考

慮することを含む。 

 

5.2 教員の能力開発に関する方針 

基本的水準： 

医科大学・医学部は 

• 教員の活動と教育に関する方針を策定し

て履行しなければならない。 

 授業、研究、臨床の職務間のバラン

スに余裕を持たせなければならない

（B 5.2.1）。 

 授業、研究、診療を中心とした活動実

績を認知しなければならない（B 

5.2.2）。 

注 釈： 

• [授業、研究、臨床の職務間のバランス]に

は、各職務に専念する期間の提供が含ま

れており、医科大学・医学部の要請と教員

の専門性を考慮するものである。 

（以下略） 

改訂後 

４. 学生 

4.4 学生の教育への参画 

日本版注釈： 

 [学生の教育への参画]とは、例えばカリキ

ュラム委員会や教育委員会と学生代表が

話し合う機会などを意味する。 

 [学生の活動と学生組織]とは、教育に関わ

る学生の組織と自主的な活動のことであり、

クラブ活動や自治会のことではない。（追加） 

 

５. 教員 

5.1 募集と選抜方針 

注 釈： 

（略） 

 [経済的配慮]とは、教員採用に対する大

学の経済的状況や経済的資源の効率的

利用を考慮することを含む。 

 

5.2 教員の活動と能力開発に関する方針 

基本的水準： 

医科大学・医学部は 

• 教員の活動と教育に関する方針を策定し

て履行しなければならない。 

 教育、研究、臨床の職務間のバラン

スを考慮に入れなければならない（B 

5.2.1）。 

 教育、研究、診療を中心とした活動実

績を認知しなければならない（B 

5.2.2）。 

注 釈： 

• [教育、研究、臨床の職務間のバランス]に

は、各職務に専念する期間の提供が含ま

れており、医科大学・医学部の要請と教員

の専門性を考慮するものである。 

（以下略） 
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改訂前 

６. 教育資源 

6.3 情報通信技術 

質的向上のための水準： 

医科大学・医学部は 

• 教員や学生が以下の目的で新しい情報通

信技術を活用できるようにすべきである 

 自己学習（Q 6.3.1） 

 情報へのアクセス（Q 6.3.2） 

 患者の管理（Q 6.3.3） 

 健康管理業務（Q 6.3.4） 

• 担当患者のデータと健康管理情報システ

ムへの学生アクセスを最適化すべきであ

る（Q 6.3.5） 

 
日本版注釈： 

 [患者の管理]には電子カルテへの学生の

アクセスが含まれる。 

 

改訂後 

６. 教育資源 

6.3 情報通信技術 

質的向上のための水準： 

医科大学・医学部は 

• 教員や学生が以下の目的で新しい情報通

信技術を活用できるようにすべきである 

 自己学習（Q 6.3.1） 

 情報へのアクセス（Q 6.3.2） 

 症例に関する情報（Q 6.3.3） 

 健康管理業務（Q 6.3.4） 

• 担当患者のデータと健康管理情報システ

ムへの学生アクセスを最適化すべきであ

る（Q 6.3.5） 

 
日本版注釈： 

 [患者の管理]には電子カルテへの学生の

アクセスが含まれる。（削除） 

 [健康管理業務]とは、保健所実習、産業医

実習等での健康管理業務の教育を意味す

る。 
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改訂前 

７. プログラム評価 

7.4 教育の協働者の関与 

基本的水準： 

医科大学・医学部は 

• プログラムのモニタと評価に次の項目を含

まなければならない。 

 教員と学生（B 7.4.1） 

 プログラムの統轄と運営（B 7.4.2） 

 

質的向上のための水準： 

医科大学・医学部は、 

• 他の関連する教育の協働者が以下の項

目をできるようにすべきである。 

 課程およびプログラムの評価の結果

を閲覧すること。（Q 7.4.1） 

 卒業生の業績に対するフィードバック。

（Q 7.4.2） 

 カリキュラムに対するフィードバック。

（Q 7.4.3） 

 

改訂後 

７. プログラム評価 

7.4 教育の協働者の関与 

基本的水準： 

医科大学・医学部は 

• プログラムのモニタと評価に次の評価者を

含まなければならない。 

 教員と学生（B 7.4.1） 

 統轄と管理に関与するもの（B 7.4.2） 

 

質的向上のための水準： 

医科大学・医学部は、 

• 他の関連する教育の協働者に以下の項目

をできるようにすべきである。 

 課程およびプログラムの評価の結果

を閲覧することを許す。（Q 7.4.1） 

 卒業生の業績に対する他のフィード

バックを協働者に求める。（Q 7.4.2） 

 カリキュラムに対する他のフィードバッ

クを協働者に求める。（Q 7.4.3） 
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改訂前 

8. 統轄および管理運営 

8.1 統轄 

基本的水準： 

医科大学・医学部は 

• その統轄する構造と機能が（以下略） （B 

8.1.1） 

 

8.4管理職と運営 

基本的水準： 

医科大学・医学部は 

• 以下のことを行うのに適した管理職および

専門職を配置しなければならない。 

（以下略） 

質的向上のための水準： 

医科大学・医学部は 

• 定期的な点検を含む管理運営の質保証の

ための内部プログラムを作成し履行すべ

きである。（Q 8.4.1） 

注 釈： 

 [管理職]とは、方針決定と方針ならびに計

画の履行を支援する管理運営組織の地位

にある者で、運営上の組織的構造によっ

て異なるが―学部長室、事務局の責任者、

スタッフ、財政の責任者、予算および財務

局のスタッフ、入試事務局の役員およびス

タッフ、プランニング、人材、IT の各部門の

責任者およびスタッフが含まれる。 

 [運営]とは、（以下略） 

 [管理職の適切性]とは、資格に応じた規模

と構成を意味する。 

 [質保証のためのプログラム]には、改善の

必要性の検討と運営のチェックが含まれ

る。 

日本版注釈： 

 なし 

改訂後 

8. 統轄および管理運営 

8.1 統轄 

基本的水準： 

医科大学・医学部は 

• その統轄する組織と機能が（以下略） （B 

8.1.1） 

 

8.4事務職と運営 

基本的水準： 

医科大学・医学部は 

• 以下のことを行うのに適した事務職および

専門職を配置しなければならない。 

（以下略） 

質的向上のための水準： 

医科大学・医学部は 

• 定期的な点検を含む管理運営の質保証の

ための制度を作成し履行すべきである。

（Q 8.4.1） 

注 釈： 

 [事務職]とは、方針決定と方針ならびに計

画の履行を支援する管理運営組織の地位

にある者で、運営上の組織的構造によっ

て異なるが―学部長室、事務局の責任者、

スタッフ、財政の責任者、予算および財務

局のスタッフ、入試事務局の役員およびス

タッフ、プランニング、人材、IT の各部門の

責任者およびスタッフが含まれる。 

 [運営]とは、（以下略） 

 [事務職の適切性]とは、資格に応じた規模

と構成を意味する。 

 [管理運営の質保証のための制度]には、

改善の必要性の検討と運営の検証が含ま

れる。 

日本版注釈： 

 [専門職]とは、医師・看護師・技師等の専

門職を意味する。 
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